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第Ⅲ章 計画の内容 

１．計画の体系 

この計画では、次のとおり５つの基本目標と 18 の施策の方向を定め、それぞれに関連し

た事業を位置づけます。 

基本目標 施策の方向 事業名称 担当課 

Ⅰ 

教
育
・
啓
発
の
推
進 

１ 市民への意識啓発 
１ ＤＶの防止・啓発 男女共同参画課 

２ 女性に対する暴力をなくす運動の周知 男女共同参画課 

２ 

 

学校等における人

権教育の推進 

３ 人権教育の推進 
生涯学習振興課 

人権教育推進室 

４ 学校人権教育研修会の支援 
生涯学習振興課 

人権教育推進室 

５ 男女平等の視点からの生活指導・進路指導 高等看護学院 

６ 学校保健事業・健康教育の推進 高等看護学院 

３ 
若年層に対する予

防啓発の推進と相

談体制の周知 

７ デートＤＶの防止・啓発 

男女共同参画課 

生涯学習振興課 

人権教育推進室 

Ⅱ 

被
害
者
の
早
期
発
見
と
相
談
体
制
の
充
実 

１ 

 

早期発見・通報体制

の整備・充実 

８ 通報体制の周知 男女共同参画課 

９ 通報体制の整備 男女共同参画課 

10 24 時間児童虐待通告電話の充実 児童相談所 

11 要保護児童対策地域協議会の開催 子育て支援政策課

２ 

 

配偶者暴力相談支

援センター機能の

充実 

12 ＤＶ相談事業  男女共同参画課 

13 ワンストップサービスの実施 新規 男女共同参画課 

３ 

 

相談体制の強化と

周知 

14 婦人相談員研修の実施 男女共同参画課 

15 若年層が相談しやすい環境の整備 新規 男女共同参画課 

16 
男性 DV 被害者のための相談体制の整

備 新規 
男女共同参画課 

17 人権相談事業  人権政策推進課 

18 住民相談事業  市民総務課 

４ 

 

多様な被害者への

配慮 

19 多様な被害者への配慮 男女共同参画課 

20 外国人のための生活相談 
市民総務課 

観光国際課 

21 外国人のための情報提供 観光国際課 

Ⅲ 

被
害
者
の
保
護
と
自
立
支
援
の
充
実 

１ 

 

安全な保護体制の

整備 

22 被害者の緊急時における一時保護事業 男女共同参画課 

23 民間団体への支援 男女共同参画課 

24 母子緊急一時保護事業 子育て支援政策課

２ 被害者及びその関係

者に係る情報の保護 

25 
被害者及びその関係者に関する情報の

保護 
区政推進室 

26 情報管理の徹底 
男女共同参画課 

全庁 

３ 
自立に向けた各種

支援 

27 子育て相談の実施 子育て支援政策課

28 ひとり親家庭等相談 子育て支援政策課
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基本目標  施策の方向 事業名称 担当課 

Ⅲ 

被
害
者
の
保
護
と
自
立
支
援
の
充
実 

３ 

 

自立に向けた各種

支援 

29 さいたま市多重債務者生活再建安心プ

ログラムの周知徹底 
消費生活総合センター

30 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 子育て支援政策課

31 
ひとり親家庭等就業・自立支援センタ

ー等事業 
子育て支援政策課

32 ＤＶ被害者に対する民間賃貸住宅への入居支援 住宅課 

33 ＤＶ被害者に対する市営住宅の提供 住宅課 

34 生活保護（被害者の生活の支援） 生活福祉課 

35 ＤＶ被害者への情報提供 男女共同参画課 

４ 

 

心身の健康回復へ

の支援 

36 自助グループ等支援 男女共同参画課 

37 精神保健に関する支援 男女共同参画課 

38 精神保健相談事業 精神保健課 

Ⅳ 

子
ど
も
へ
の
支
援 

１ 保育・就学支援 

39 児童生徒の就学支援 学事課 

40 子どもショートステイ事業 子育て支援政策課

41 放課後児童健全育成事業 新規  青少年育成課 

42 保育施設利用における優先入所新規  保育課 

43 婦人相談員への情報の周知 男女共同参画課 

２ 子どもの心のケア 

44 思春期の精神保健相談の実施 こころの健康センター

45 教育相談推進事業 指導２課 

46 
（仮称）さいたま市子ども総合センタ

ー整備事業 新規  
子育て支援政策課

Ⅴ 

関
係
機
関
等
と
の
連
携
協
力 

１ 

 

 

関係機関・民間団

体との連携協力体

制の強化 

47 ＤＶ防止対策関係機関との連携（連携会議の開催） 男女共同参画課 

48 警察との連携 男女共同参画課 

49 教育機関や保育園等との連携 男女共同参画課 

50 福祉･保健機関との連携 男女共同参画課 

51 専門家（弁護士、精神科医師等）との連携 男女共同参画課 

52 

さいたま市妊娠期からの虐待予防強化

事業（妊娠期からの養育支援ネットワ

ーク） 

地域保健支援課 

53 セーフコミュニティ認証取得事業 新規  安心安全課 

54 ＤＶ被害者支援団体との連携  男女共同参画課 

２ 

 

職務関係者による

配慮 
55 職務関係者研修の実施 男女共同参画課 

３ 調査研究の推進 56 ＤＶに関する実態調査・研究 男女共同参画課 

４ 

 

苦情の適切かつ迅

速な処理 
57 苦情処理の取組 

全庁 

男女共同参画課 
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２．施策の展開 

 

基本目標Ⅰ 教育・啓発の推進   

 

ＤＶ防止法第２４条において、国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の

防止に関する理解を深めるものとするとされています。 

配偶者からの暴力の防止の観点から、男女の人権を尊重し、個人の尊厳を傷

つける暴力を許さないという意識を社会全体で共有することが求められていま

す。被害者が受けた暴力の実態の把握や、配偶者に対して暴力を振るうことは

犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であることについて、性別を問わず市

民に広く認識されることが必要です。また、ＤＶ防止に向けた啓発を進めるに

当たっては、ＤＶには身体に対する暴力のみならず、精神的、性的、経済的暴

力も含まれることについて理解を進めることが重要です。 

これに対応するために、市民一人ひとりが被害者にも加害者にもならないよ

う、ＤＶを身近な問題として考える上で大きな役割を果たす啓発について、そ

の内容や対象の工夫・拡大を行います。併せて、外国人、障害者、高齢者等の

被害者に向けて、適切な情報を提供します。 

また、ＤＶを未然に防ぐためには、学校・家庭・地域・企業等において、人

権尊重の意識を高める啓発や教育・研修の促進、情報の提供が必要です。 

特に若年層に対して、交際相手からの暴力（デートＤＶ）についての積極的

な情報提供はＤＶの防止に大きな効果が期待されることから、相談しやすい環

境の整備とともに、取り組みを進めていくことが不可欠です。 
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１．市民への意識啓発 

 市民一人ひとりが、ＤＶをより身近な問題として考え、被害者にも加害者にもなら

ないために、広報誌やパンフレットの配布など直接市民の手元へ届く啓発のほか、研

修会や講座等を継続して行います。 

 また、外国人、障害者、高齢者等に向けては、必要な情報を適切に提供します。 

 

事業１ ＤＶの防止・啓発 

担当課：男女共同参画課

【事業内容】 

・市民一人ひとりがＤＶを身近な問題として考えるきっかけづくりを目的として、女

性に対する暴力防止をテーマにした講座や講演会を開催します。 

・ＤＶ被害者に対して、広く相談窓口についての周知を行うため、パンフレットの作

成・配布を行います。 

・ＤＶ防止法を含むＤＶ全体に関連するものを継続して周知・啓発します。 

・外国人のＤＶ被害者に対して、支援に関する情報を適切に提供するため、パンフレ

ット等で適切な情報を提供します。 

☆主な取組状況 

・男女共同参画推進センター及び女・男プラザにおいて、ＤＶ防止に関わる国際的な

取組や、国等の調査結果・資料、相談機関に関する情報等を提供しています。 

・男女共同参画推進センター及び女・男プラザでは、ＤＶに関連した図書ビデオを所

蔵し閲覧や貸出を行っています。 

 

事業 2 女性に対する暴力をなくす運動の周知 

担当課：男女共同参画課

【事業内容】 

・全国で実施している「女性に対する暴力をなくす運動」（毎年 11 月 12 日～25 日）

を周知するとともに、女性に対する暴力の問題に関する取組を強化し、意識啓発や

教育の充実を図ります。 

☆主な取組状況 

・情報誌「You＆Me～夢～」や広報誌「鐘の音」及びホームページにおいて、ＤＶト

ピックスの掲載や改正ＤＶ法についての特集記事を掲載するなど、女性に対する暴

力をなくす運動についての周知を行っています。 

・「女性に対する暴力をなくす運動」の期間に合わせて、ＤＶ防止フォーラムを開催

しています。 

施策の方向 
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２．学校等における人権教育の推進 

 暴力を伴わない人間関係を構築する観点から、学校等における人権教育の中で、交

際相手からの暴力の問題について取り上げ、人権尊重の意識を高め被害者、加害者に

ならないよう的確な理解と防止ための教育・研修等を促進します。 

 

事業３ 人権教育の推進 

担当課：生涯学習振興課人権教育推進室

【事業内容】 

・市立学校における児童生徒、教職員の人権意識の高揚及び人権教育の推進を図るた

めに、人権標語・人権作文の募集及び表彰、さらに人権教育啓発資料「ひまわり」

をはじめとする各種啓発資料等の発行などに取り組みます。 

☆主な取組状況 

・市立学校、人権教育集会所、公民館において、人権に関する講座を開催しています。

また、市立小中学校より募集した人権標語、人権作文の優秀作品について表彰する

とともに人権文集「じんけん」へ掲載し、各市立学校等へ配布しています。さらに、

人権啓発資料「ひまわり」・「人権教育実践事例集」・「人権教育ニュース」を作

成し、各市立学校等へ配布しています。 

 

 

事業４ 学校人権教育研修会の支援 

担当課：生涯学習振興課人権教育推進室

【事業内容】 

・市立学校における児童生徒、教職員、保護者の人権意識の高揚及び人権教育の推進

を図るために、個別の人権課題をテーマとした人権教育研修会・講演会などの開催

を支援します。 

☆主な取組状況 

・市立学校を対象に、人権教育研修会のためのビデオ貸出、及び人権教育講演会等の

開催を支援しているほか、男女の区別なく知識・技術・感性豊かな人間性が養える

ような教育の支援に努めています。 
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事業５ 男女平等の視点からの生活指導・進路指導 

担当課：高等看護学院

【事業内容】 

・高等看護学院に在籍する全学生を対象として、男女の区別なく専門職業人として知

識･技術･感性豊かな人間性を養い、男女平等の視点から指導･教育を行います。 

☆主な取組状況 

・男女の区別なく専門職業人として知識･技術･感性豊かな人間性を養い、男女平等の

視点からの指導･教育を実践しています。 

 

 

事業６ 学校保健事業・健康教育の推進 

担当課：高等看護学院

【事業内容】 

・高等看護学院における教育課程の一環として、成人看護学・小児看護学・母性看護

学の講義において、学生に性教育、健康教育等を実施します。 

☆主な取組状況 

・高等看護学院において、専門領域の成人・小児・母性看護学及び老年・精神看護学

において、性に関する教育や健康教育を実施しています。 
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３．若年層に対する予防啓発の推進と相談体制の整備 

 デートＤＶ調査では、およそ半数の人がその内容を知らないと回答しており、若年

層にとっては未だ身近な問題として意識されていない状況です。ＤＶ防止は、若年層

のうちから配偶者や交際相手からの暴力の問題について考える機会を積極的に提供す

ることが有効です。関係機関との連携や民間団体の協力などにより、若年層を対象と

した啓発を行います。 

 

事業７ デート DV の防止・啓発 

担当課：男女共同参画課・生涯学習振興課人権教育推進室

【事業内容】 

・若年層に対し、あらゆる機会を活用してデート DV の防止・啓発を図るため、リー

フレット等を作成・配布するとともに、出前講座を実施します。 

・市立中学校及び高等学校の生徒に対して、デート DV 防止リーフレット等を作成し、

配布します。 

・市立中学校及び高等学校教職員に対しても、デート DV 防止の視点を踏まえた研修

会を開催します。 

☆主な取組状況 

・市内学校（中学校・高等学校・専門学校・大学）を対象にデート DV 出前講座を開

催しているほか、デート DV 防止啓発リーフレットを市立中・高等学校へ配布して

います。 

・市立高校教職員対象の「デート DV 防止研修会」の参加対象者を、市立中学校教職

員希望者にも広げて開催しています。 
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基本目標Ⅱ 被害者の早期発見と相談体制の充実 

 

ＤＶは、一般に外部からの発見が難しい家庭内において行われるため、潜在

化しやすい特性があります。被害者も加害者からの報復や家庭の事情等様々な

理由から支援を求めることをためらうことが考えられます。また、被害者自身

に、受けている暴力が重大な人権侵害であるという認識に欠けることが多く、

相談にまで至らないケースも少なくありません。 

周囲が気付かないうちに深刻化する恐れがあるため、早期発見や相談体制の

強化が求められています。 

これに対応するために、平成 26 年 10 月に開設した「さいたま市配偶者暴

力相談支援センター」において、被害者が安心して相談でき、迅速かつ適切に

対応できる体制の一層の充実を図ります。 

また、相談員の資質向上や被害者支援に必要な各種手続き進める際の同行支

援についても可能な体制づくりに努め、ワンストップサービスの実施を目指し

ます。 

さらに、男性・外国人・障害者・高齢者など多様な被害者に配慮した相談環

境を整備します。 
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１．早期発見・通報体制の整備・充実 

 ＤＶ被害は、外部からの発見が難しく潜在化・深刻化しやすい特徴があります。市

民、医療関係者及び福祉関係者等と協力し、被害者の早期発見に努めるとともに広く

ＤＶの発見者の通報について周知します。 

 

事業８ 通報体制の周知 

担当課：男女共同参画課

【事業内容】 

・DV 被害者の早期発見に努める必要があるため、男女共同参画社会情報誌「You&Me

～夢～」などにおいて、DV 被害者の早期発見や通報体制について周知します。 

☆主な取組状況 

・男女共同参画社会情報誌「You＆Me～夢～」において、「配偶者暴力相談支援セン

ターを開設しました」「ＤＶは身近で起きています」等、ＤＶの早期発見や通報体

制に関わるトピックスを掲載しています。また、男女共同参画推進センター広報誌

「鐘の音」において、婦人相談のメッセージと併せて各種相談を周知しています。 

 

 

 

事業９ 通報体制の整備 

担当課：男女共同参画課

【事業内容】 

・医療・保健・福祉関係機関などとの連携により、DV 被害者の早期発見に努めます。

☆主な取組状況 

・庁内ドメスティック・バイオレンス防止対策関係機関連携会議を実施し、ＤＶ被害

者の早期発見のため児童相談所、保健所、福祉関係機関との連携・協力を強化して

います。 

 

  

施策の方向 
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事業１０ ２４時間児童虐待通告電話の充実 

担当課：児童相談所

【事業内容】 

・増加傾向にある児童虐待相談に早期対応することで、ＤＶ被害者の発見につながる

可能性があるため、２４時間３６５日体制で児童虐待通告相談を受付けます。 

☆主な取組状況 

・児童虐待通告電話を 24 時間 365 日実施しています。 

 

 

 

事業１１ 要保護児童対策地域協議会の開催 

担当課：子育て支援政策課

【事業内容】 

・深刻化する児童虐待の問題に対し、関係機関が情報や考え方を共有し、円滑な連携・

協力を図る協議会を開催することで、虐待を受けている児童等の早期発見や適切な

保護を行います。 

☆主な取組状況 

・要保護児童対策地域協議会を開催しています。 
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２．配偶者暴力相談支援センター機能の充実 

被害者が、暴力を受けることなく安全に生活するためには、被害者が支援等に関す

る情報を入手し、それを活用することが重要です。しかし、暴力により被害者は孤立

し、利用できる支援等に関する情報を入手する機会も制限されている場合が少なくあ

りません。 

平成２６年１０月１日に設置したさいたま市ＤＶ相談センターでは、「女性のＤＶ電

話相談」による被害者の発見と適切な情報の提供に努めるほか、被害者が安心して相

談できる体制の充実を図ります。 

 

事業１２ DV 相談事業 

担当課：男女共同参画課

【事業内容】 

・DV 被害者への対応や情報提供のために、さいたま市 DV 相談センターにおいて婦

人相談員が DV 被害者の相談に応じ、自立支援に必要な情報提供を行う「女性の DV

電話相談」を実施します。また、女性を対象とした法律相談・こころの健康相談を

実施します。 

☆主な取組状況 

・さいたま市ＤＶ相談センターの周知カード（連絡先や業務内容、相談窓口等を記載）

を作成し、市内公共施設や関係機関に配布しています。 

・女性のＤＶ電話相談を実施し、DV 被害把握に努めています。 

 

 

 

事業１３ ワンストップサービスの実施 

担当課：男女共同参画課

【事業内容】 

・手続きを一元化することで DV 被害者の負担軽減と二次的被害の未然防止を図る必

要があるため、ワンストップサービスを実施します。 

  

新規事業 



36 
 

 

３．相談体制の強化と周知 

被害者支援に当たっては、孤立して悩むことなく相談できるように広く周知するこ

とが必要です。今後の生活について、被害者の意思が固まっていない段階であっても、

早期に相談窓口を利用することで、様々な支援に係る情報等を得られるように相談員

の資質向上や関係する相談窓口の周知を行います。 

また、被害者が利用しやすいように相談の受付時間や場所を設定するなど、被害者

の立場に立った工夫を行います。 

 

事業１４ 婦人相談員研修の実施 

担当課：男女共同参画課

【事業内容】 

・婦人相談員の相談に対する資質向上を図るために、相談業務及び DV 等に関連する

専門家又は関係機関職員を講師とした研修・スーパービジョンを実施します。 

☆主な取組状況 

・婦人相談員の資質向上のための相談員会議及び研修を実施しています。 

 

 

 

 

事業１５ 若年層が相談しやすい環境の整備 

担当課：男女共同参画課

【事業内容】 

・デート DV 意識・実態調査では、被害経験のある人のうち「どこにも・誰にも相談

しなかった」と回答した人の割合が高いことから、若年層向けにメールや専門電話

等を整備します。 

 

 

 

事業１６ 男性 DV 被害者のための相談体制の整備 

担当課：男女共同参画課

【事業内容】 

・近年深刻化している男性の DV 被害者に対して適切な対応を行うため、男性の DV

被害者に対応できる体制を整備します。 

  

新規事業 

新規事業 
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事業１７ 人権相談事業 

担当課：人権政策推進課

【事業内容】 

・ＤＶ被害者を早期に発見し、適切な助言や関係機関との連携を行えるよう、大宮区

役所等市内４ヵ所において、法務局から委嘱された人権擁護委員が、ＤＶ問題を含

む人権問題について相談を受付けます。 

☆主な取組状況 

・市内４ヵ所（大宮区役所、浦和コミュニティセンター、中央区役所、岩槻区役所）

で人権相談を実施したほか、６月１日「人権擁護委員の日」に市内５ヵ所で相談を

実施しています。 

 

事業１８ 住民相談事業 

担当課：市民総務課

【事業内容】 

・各区役所において弁護士による法律相談などを実施し、離婚や DV などの相談に対

して助言や回答を行います。 

☆主な取組状況 

・弁護士による法律相談（民事一般）を実施しています。ＤＶを含む様々な相談を受

付けています。 
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４．多様な被害者への配慮 

被害者支援に当たっては、被害者の国籍や障害の有無等を問わずプライバシーの保

護や安心と安全の確保、受容的な態度で相談を受けること等、被害者の人権に配慮し

ます。 

また、被害者が外国人、障害者、高齢者等であることによって、支援を受けにくい

ことにならないよう、情報提供、相談の対応、施設整備等の面において、それぞれの

被害者の立場に立ち配慮します。 

 

事業１９ 多様な被害者への配慮 

担当課：男女共同参画課

【事業内容】 

・高齢の相談者、障害のある相談者に対して、適切な相談や支援を行います。 

・日本語で十分なコミュニケーションが図れない外国人に対しても、関係機関と連携

し、多言語で相談が行える体制の整備を図ります。 

☆主な取組状況 

・社会福祉協議会の手話通訳や国際交流センターでの多言語生活相談を実施していま

す。専門的に相談が必要な場合はシニアサポートセンター等への案内を実施してい

ます。 

・また、英語版「女性のＤＶ電話相談」周知カードを作成し、市内公共施設や関係機

関に配布しています。 

 

事業２０ 外国人のための生活相談 

担当課：市民総務課・観光国際課

【事業内容】 

・市内在住の外国人の悩みや不安等を解消するため、外国人生活相談員を配置し、日

常生活を営む上で必要なアドバイスなどを行います。 

・国際交流センターにおいて、サロンスタッフ（市民ボランティア）による簡易生活

相談（日本語）及びネイティブスピーカーによる多言語生活相談を実施します。 

☆主な取組状況 

・日本語の理解が十分ではない外国人を対象として、大宮区くらし応援室において外

国人生活相談を実施しています（毎週月曜日～木曜日の９時～１２時。月：英語・

タガログ語、火：韓国・朝鮮語、水：英語・ポルトガル語、木：中国語）。 

・また、国際交流センターにおいてサロンスタッフ（市民ボランティア）による簡易

生活相談（日本語）及びネイティブスピーカーによる多言語生活相談を実施してい

ます。（中国語：毎週火曜、英語：毎週水曜、韓国・朝鮮語：毎週木曜） 
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事業２１ 外国人のための情報提供 

担当課：観光国際課

【事業内容】 

・市報 information 欄への英文記事の掲載や、多言語による生活情報誌「ぷらら」の

発行など、外国人市民の日常生活に役立つ情報を紹介する情報誌等を配布します。 

☆主な取組状況 

・外国人のための情報提供としては、市報 information 欄に英文記事を掲載していま

す。さらに多言語による生活情報誌「ぷらら」を発行（やさしい日本語、英語、中

国語、韓国語・朝鮮語、スペイン語）し、外国人市民の日常生活に役立つ情報を紹

介、配布しています。 

 

 

 

  




